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公布された条例のあらまし

◇鳥取県軽費老人ホームに関する条例等の一部改正について

１ 条例の改正理由

介護保険法の一部が改正され、通所介護のうち規模の小さいものは監督権が市町村長に移されることに伴

い、所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 鳥取県軽費老人ホームに関する条例の一部改正

入所及び退所に関する基準について定めた規定中引用する介護保険法の条項を改める。

(２) 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正

ア 市町村長が監督することとなる療養通所介護に関する基準を削る。

イ 一般原則について定めた規定中引用する介護保険法の条項を改める。

(３) 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正

事業の基準について定めた規定中引用する介護保険法の条項及び用語を改める。

(４) 施行期日は、平成28年４月１日とする。

公布された規則のあらまし

◇生活保護法施行細則の一部改正について

１ 規則の改正理由

生活保護に個人番号を利用することに伴い、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 保護申請書に個人番号の欄を加える。

(２) 施行期日は、公布日とする。

◇鳥取県災害救助法施行細則の一部改正について

１ 規則の改正理由

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部が改正されたこと等に伴い、所要

の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 救助のために支出することができる費用の限度額を引き上げる。

(２) 救助に従事させた者に支出する日当の限度額を改定する。

(３) 施行期日は、平成28年４月１日とする。

◇鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例が制定され、掛金の徴収に関する事務に個人番号を利用す

ることとされたことに伴い、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 掛金減免申請書に個人番号の記載欄を追加するとともに、その提出時に個人番号の記載された書類の提

示を要することとする。

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日は、平成28年４月１日とする。

◇鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正について
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１ 規則の改正理由

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部が改正され、精神障害者保健福祉手帳交付台帳に

個人番号を記載することとされたことに伴い、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 障害者手帳申請書に個人番号の記載欄を追加するとともに、その提出時に個人番号の記載された書類の

提示を要することとする。

(２) 精神障害者保健福祉手帳交付台帳等に個人番号の記載欄を追加する。

(３) 施行期日は、公布日とする。

◇鳥取県身体障害者福祉法施行細則の一部改正について

１ 規則の改正理由

身体障害者診断書・意見書について、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 身体障害者診断書・意見書の様式について所要の規定の整備を行う。

(２) 施行期日等

ア 施行期日は、公布日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇鳥取県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正について

１ 規則の改正理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部が改正され、自立支援医療支

給認定申請書に個人番号を記載することとされたことに伴い、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 自立支援医療（精神通院医療）支給認定申請書に個人番号の記載欄を追加するとともに、その提出時に

個人番号が記載された書類の提示を要することとする。

(２) 自立支援医療受給者証等記載事項変更届に個人番号の記載欄を追加する。

(３) 施行期日は、公布日とする。

◇鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

障害福祉サービス事業の人員等の基準を定めるに当たって参酌等をすべき国の基準が改正されたことに伴

い、所要の改正を行う。

２ 規則案の概要

(１) 自立訓練の該当基準に、指定小規模多機能型居宅介護事業所等が障がい者に提供する通いサービスに係

る基準を加える。

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日は、平成28年４月１日とする。

◇鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則等の一部改正について

１ 規則の改正理由

介護保険法の一部が改正され、通所介護のうち規模の小さいものは監督権限が市町村長に移されることに伴

い、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則の一部改正

職員の配置に関する基準、入所及び退所に関する基準並びにサービスの提供に関する基準について定めた
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規定中引用する介護保険法の条項を改める。

(２) 鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例施行規則の一部改正

養護老人ホームの設置及び運営に関する基準並びに特別養護老人ホームの設置及び運営に関する基準につ

いて定めた規定中引用する介護保険法の条項を改める。

(３) 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例施行規則の一部改正

ア 市町村長が監督することとなる療養通所介護に関する基準を削る。

イ その他所要の規定の整備を行う。

(４) 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の一部改正

障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基準について定めた規定中引用する介護保険法の条項を改

める。

(５) 鳥取県公害防止条例施行規則の一部改正

拡声機使用の禁止区域について定めた規定中引用する介護保険法の条項を改める。

(６) 施行期日は、平成28年４月１日とする。

◇鳥取県児童福祉法施行細則の一部改正について

１ 規則の改正理由

小児慢性特定疾病医療費の支給等の事務について個人番号を利用することとされたこと、及び公私連携型保

育所の制度が設けられたことに伴い、当該事務に係る申請等の手続について所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 次の申請又は申込みについては、個人番号を記載するとともに、個人番号カードその他の本人確認書類

の提示を要することとする。

ア 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請

イ 療育給付申請

ウ 助産施設入所申込み

エ 母子生活支援施設入所申込み

オ 児童自立生活援助実施申込み

カ 里親認定申請

キ 障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費支給申請

(２) 次の届出又は申請については、個人番号を記載することとする。

ア 障害児入所給付費申請事項変更届出

イ 障害児入所支援負担上限月額等算定必要事項変更届出

ウ 高額障害児入所給付費支給申請

(３) 公私連携型保育所を設置する場合の届出書の様式を定める。

(４) 届出保育施設の事業開始届出書に職員に対する研修の実施状況等の記載欄を追加する。

(５) その他所要の規定の整備を行う。

(６) 施行期日は、平成28年４月１日とする。

◇鳥取県母子福祉資金等貸付規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

母子福祉資金等の貸付けの事務に個人番号を利用するとされたこと等に伴い、当該貸付けの申請手続につい

て所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 母子福祉資金等の貸付申請書に個人番号を記載することとし、それにより事実が確認できる書類は省略

きることとする。

(２) その他所要の規定の整備を行う。
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(３) 施行期日は、平成28年４月１日とする(２)に関する事項を除き、公布日とする。

◇鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

自治医科大学又は鳥取大学特別養成枠を卒業した医師が専門医としての資格を取得後10年の間に海外留学を

することができるよう、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 貸付金の借受者の資格に、次の者を加える。

ア 医師免許取得後、15年以上20年以下の者

イ 鳥取大学特別養成枠を卒業した者

(２) 研修経費に係る貸付金の額を月額40万円（現行 30万円）に引き上げる。

(３) 貸付申請書等の様式について、所要の規定の整備を行う。

(４) 施行期日は、公布日とし、同日以後に貸付けの決定を受ける貸付金に適用する。
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条 例
鳥取県軽費老人ホームに関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第37号

鳥取県軽費老人ホームに関する条例等の一部を改正する条例

（鳥取県軽費老人ホームに関する条例の一部改正）

第１条 鳥取県軽費老人ホームに関する条例（平成24年鳥取県条例第74号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条、附則第２項関係） 別表（第３条、附則第２項関係）

区分 基準 区域 基準

略 略

入所及び退 １・２ 略 入所及び退 １・２ 略

所 ３ 入所者が退所するときは、退 所 ３ 入所者が退所するときは、退

所後の介護保険法（平成９年法 所後の介護保険法（平成９年法

律第123号）第８条第24項に規 律第123号）第８条第23項に規

定する居宅サービス計画の作成 定する居宅サービス計画の作成

等に資するため、同項に規定す 等に資するため、同項に規定す

る居宅介護支援事業を行う者に る居宅介護支援事業を行う者に

対する情報の提供に努めるこ 対する情報の提供に努めるこ

と。 と。

略 略

（鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正）

第２条 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例（平成24年鳥取県条例第76号）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（指定居宅サービスの事業の一般原則） （指定居宅サービスの事業の一般原則）

第４条 略 第４条 略

２・３ 略 ２・３ 略

４ 指定居宅サービス事業者は、次の基本方針に基 ４ 指定居宅サービス事業者は、次の基本方針に基

づき、指定居宅サービスの事業を行わなければな づき、指定居宅サービスの事業を行わなければな

らない。 らない。

(１)～(11) 略 (１)～(11) 略

(12) 特定施設入居者生活介護は、法第８条第11 (12) 特定施設入居者生活介護は、法第８条第11

項又は第８条の２第９項に規定する計画（以下 項又は第８条の２第11項に規定する計画（以下

「特定施設サービス計画」という。）に基づ 「特定施設サービス計画」という。）に基づ

き、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常 き、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常

生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行 生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行
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うことにより、利用者が特定施設においてその うことにより、利用者が特定施設においてその

有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと 有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるようにするものでなければならない。 ができるようにするものでなければならない。

(13)・(14) 略 (13)・(14) 略

（指定居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営 （指定居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営

に関する基準） に関する基準）

第５条 指定居宅サービスの事業の従業者、設備及 第５条 指定居宅サービスの事業の従業者、設備及

び運営に関する基準は、居宅サービスの種類に応 び運営に関する基準は、居宅サービスの種類に応

じ、別表のとおりとする。 じ、別表のとおりとする。ただし、難病等を有す

る者又はがん末期の者であって常時看護師による

観察が必要なものを対象とする通所介護の事業の

従業者、設備及び運営に関する基準は、事業の目

的を達成するために必要な事項について、サービ

スの質の向上に配慮して規則で定める。

２ 略 ２ 略

（鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正）

第３条 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第81号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基 （障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基

準） 準）

第６条 略 第６条 略

２ 前項に定めるもののほか、指定通所支援の事業 ２ 前項に定めるもののほか、指定通所支援の事業

の従業者、設備及び運営に関する基準並びに指定 の従業者、設備及び運営に関する基準並びに指定

通所支援以外の障害児通所支援を行う事業所（次 通所支援以外の障害児通所支援を行う事業所（次

に掲げる事業を行う事業所を含む。）に係る法第 に掲げる事業を行う事業所を含む。）に係る法第

21条の５の４第１項第２号の条例で定める基準 21条の５の４第１項第２号の条例で定める基準

は、事業の目的を達成するために必要な事項につ は、事業の目的を達成するために必要な事項につ

いて、サービスの質の向上に配慮して規則で定め いて、サービスの質の向上に配慮して規則で定め

る。 る。

(１) 略 (１) 略

(２) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条 (２) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条

第７項に規定する通所介護、同条第17項に規定 第７項に規定する通所介護又は同条第18項に規

する地域密着型通所介護又は同条第19項に規定 定する小規模多機能型居宅介護（同条第22項に

する小規模多機能型居宅介護（同条第23項に規 規定する複合型サービスに該当するものを含

定する複合型サービスに該当するものを含 む。）

む。）

附 則

この条例は、平成28年４月１日から施行する。
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規 則
生活保護法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第17号

生活保護法施行細則の一部を改正する規則

生活保護法施行細則（昭和28年鳥取県規則第70号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（申請書） （申請書）

第４条 法第24条第１項の申請書は、様式第13号によ 第４条 法第24条第１項（同条第９項において準用す

るものとする。 る場合を含む。）の申請書は様式第13号又は様式第

14号、省令第１条第５項の申請書は様式第15号によ

るものとする。

２ 法第24条第９項において準用する同条第１項の申

請書は、様式第14号によるものとする。

３ 省令第１条第５項の申請書は、様式第15号による

ものとする。

４ 第１項の申請書を提出する者は、個人番号が記載

された書類であって福祉事務所長が適当と認めるも

のを提示し、又は提出するものとする。

５ 第１項から第３項までの申請書には、省令第１条 ２ 前項の申請書には、省令第１条第４項に定めるも

第４項に定めるもののほか、次に掲げる書類のうち ののほか、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が

福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものと 必要と認めるものを添付するものとする。

する。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

様式第13号（第４条関係） 様式第13号（第４条関係）

生活保護法による保護申請書 生活保護法による保護申請書

略 略 略 略

人員 氏 名 個人番号 略 人員 氏 名 略

家 １ 家 １

族 ２ 族 ２

の ３ の ３

状 ４ 状 ４

況 ５ 況 ５

６ ６

７ ７

８ ８

略 略

附 則
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この規則は、公布の日から施行する。
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鳥取県災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第18号

鳥取県災害救助法施行細則の一部を改正する規則

鳥取県災害救助法施行細則（昭和35年鳥取県規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係）

救助の程度、方法及び期間 救助の程度、方法及び期間

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与 １ 避難所及び応急仮設住宅の供与

(１) 略 (１) 略

(２) 応急仮設住宅 (２) 応急仮設住宅

ア・イ 略 ア・イ 略

ウ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、 ウ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、

29.7平方メートルを基準とし、その設置のた 29.7平方メートルを基準とし、その設置のた

め支出することができる費用は、１戸当たり め支出することができる費用は、１戸当たり

2,660,000円以内とする。 2,621,000円以内とする。

エ～ク 略 エ～ク 略

２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の ２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の

供給 供給

(１) 炊き出しその他による食品の給与 (１) 炊き出しその他による食品の給与

ア・イ 略 ア・イ 略

ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施す ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施す

るため支出することができる費用は、主食、 るため支出することができる費用は、主食、

副食及び燃料等の経費とし、１人１日当たり 副食及び燃料等の経費とし、１人１日当たり

1,110円以内とする。 1,080円以内とする。

エ 略 エ 略

(２) 略 (２) 略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 ３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

(３) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸 (３) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸

与のため支出することができる費用は、季別及 与のため支出することができる費用は、季別及

び世帯区分により１世帯当たり次の額の範囲内 び世帯区分により１世帯当たり次の額の範囲内

とする。 とする。

ア 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受 ア 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受

けた世帯 けた世帯

季別 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 世帯員 季別 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 世帯員

数が６ 数が６

人以 上 人以 上

１人 を １人 を

増す ご 増す ご

とに 加 とに 加

算す る 算す る

額 額
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夏季［４月 円 円 円 円 円 円 夏季［４月 円 円 円 円 円 円

１日から９ 18,400 23,700 34,900 41,800 53,000 7,800 １日から９ 18,300 23,500 34,600 41,500 52,600 7,700

月3 0日ま 月3 0日ま

で］ で］

冬季［10月 円 円 円 円 円 円 冬季［10月 円 円 円 円 円 円

１日から翌 30,400 39,500 55,000 64,300 80,900 11,100 １日から翌 30,200 39,200 54,600 63,800 80,300 11,000

年３月31日 年３月31日

まで］ まで]

備考 略 備考 略

イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害 イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害

を受けた世帯 を受けた世帯

季別 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 世帯員 季別 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 世帯員

数が６ 数が６

人以上 人以上

１人 を １人 を

増すご 増すご

とに 加 とに 加

算する 算する

額 額

夏季［４月 円 円 円 円 円 円 夏季［４月 円 円 円 円 円 円

１日から９ 6,000 8,100 12,100 14,700 18,600 2,600 １日から９ 6,000 8,000 12,000 14,600 18,500 2,600

月3 0日ま 月3 0日ま

で］ で］

冬季［10月 円 円 円 円 円 円 冬季［10月 円 円 円 円 円 円

１日から翌 9,800 12,700 18,000 21,400 27,000 3,500 １日から翌 9,700 12,600 17,900 21,200 26,800 3,500

年３月31日 年３月31日

まで］ まで］

備考 略 備考 略

(４) 略 (４) 略

４・５ 略 ４・５ 略

６ 災害にかかった住宅の応急修理 ６ 災害にかかった住宅の応急修理

(１) 略 (１) 略

(２) 住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等 (２) 住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等

日常生活に必要最小限度の部分に対して、現物 日常生活に必要最小限度の部分に対して、現物

をもって行うものとし、その修理のため支出で をもって行うものとし、その修理のため支出で

きる費用は、１世帯当たり576,000円以内とす きる費用は、１世帯当たり567,000円以内とす

る。 る。

(３) 略 (３) 略

７ 略 ７ 略

８ 学用品の給与 ８ 学用品の給与

(１) 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流 (１) 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流

失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪 失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪

失又はき損し、就学上支障のある小学校児童 失又はき損し、就学上支障のある小学校児童

（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の （特別支援学校の小学部児童を含む。以下同

小学部の児童を含む。以下同じ。）、中学校生 じ。）、中学校生徒（中等教育学校の前期課程

徒（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の 及び特別支援学校の中学部生徒を含む。以下同

前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含 じ。）及び高等学校等生徒（高等学校（定時制

む。以下同じ。）及び高等学校等生徒（高等学 の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育

校（定時制の課程及び通信制の課程を含 学校の後期課程（定時制の課程及び通信制の課

む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課 程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専
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程及び通信制の課程を含む。）、特別支援学校 門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。

の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学 以下同じ。）に対して行う。

校の生徒をいう。以下同じ。）に対して行う。

(２) 略 (２) 略

(３) 学用品の給与のため支出することができる (３) 学用品の給与のため支出することができる

費用は、次の額の範囲内とする。 費用は、次の額の範囲内とする。

ア 略 ア 略

イ 文房具及び通学用品費 イ 文房具及び通学用品費

小学校児童 １人当たり 4,300円 小学校児童 １人当たり 4,200円

中学校生徒 １人当たり 4,600円 中学校生徒 １人当たり 4,500円

高等学校等生徒 １人当たり 5,000円 高等学校等生徒 １人当たり 4,900円

(４) 略 (４) 略

９ 埋葬 ９ 埋葬

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

(３) 埋葬のために支出することができる費用 (３) 埋葬のために支出することができる費用

は、１体当たり大人210,400円以内、小人 は、１体当たり大人208,700円以内、小人

168,300円以内とする。 167,000円以内とする。

(４) 略 (４) 略

10・11 略 10・11 略

12 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土 12 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土

石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼして 石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼして

いるもの（以下「障害物」という。）の除去 いるもの（以下「障害物」という。）の除去

(１) 略 (１) 略

(２) 障害物の除去のため支出することができる (２) 障害物の除去のため支出することができる

費用は、ロープ、スコップその他除去のため 費用は、ロープ、スコップその他除去のため

必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸 必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸

送費、賃金職員等雇上費等とし、１世帯当た 送費、賃金職員等雇上費等とし、１世帯当た

り134,800円以内とする。 り134,300円以内とする。

(３) 略 (３) 略

13 略 13 略

別表第２（第13条関係） 別表第２（第13条関係）

実費弁償 実費弁償

１ 令第４条第１号から第４号までに規定する者 １ 令第４条第１号から第４号までに規定する者

(１) 日当 (１) 日当

日当は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに 日当は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに

掲げる額を支給する。 掲げる額を支給する。

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり

21,700円 22,200円

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、 イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、

臨床工学技士及び歯科衛生士 １人１日当た 臨床工学技士及び歯科衛生士 １人１日当た

り 14,300円 り 14,200円

ウ 保健師、助産師、看護師及び准看護師 １ ウ 保健師、助産師、看護師及び准看護師 １

人１日当たり 14,500円 人１日当たり 14,300円

エ 救急救命士 １人１日当たり 14,600円 エ 救急救命士 １人１日当たり 14,900円
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オ 略 オ 略

カ 大工 １人１日当たり 19,800円 カ 大工 １人１日当たり 18,800円

キ 左官 １人１日当たり 19,000円 キ 左官 １人１日当たり 18,000円

ク とび職 １人１日当たり 19,900円 ク とび職 １人１日当たり 18,900円

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略

２ 略 ２ 略

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第19号

鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部を改正する規則

鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則（昭和45年鳥取県規則42号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（口数追加の手続） （口数追加の手続）

第５条 条例第４条の３第１項の規定による口数追加 第５条 条例第４条の３第１項の規定による口数追加

の申込みは、加入等申込書（様式第３号）を知事に の申込みは、加入等申込書（様式第３号）に申込者

提出してしなければならない。 告知書（様式第５号）を添付し、知事に提出してし

なければならない。

（掛金の減免又は掛金の納付の猶予の申請等） （掛金の減免又は掛金の納付の猶予の申請等）

第10条 略 第10条 略

２ 掛金減免申請書（様式第９号）を提出する者は、

個人番号が記載された書類であって知事が適当と認

めるものを提示し、又は提出しなければならない。

３ 略 ２ 略

様式第７号(第６条関係) 様式第７号（第６条関係）

(表面) (表面)

略 略

加 入 証 書 加 入 証 書

加入者 加入者

住 所 住 所

氏 名 氏 名

あなたは、鳥取県心身障害医者扶養共済制度に関す あなたは、鳥取県心身障害医者扶養共済制度に関す

る条例に基づき、鳥取県心身障害者扶養共済制度に加 る条例に基づき、鳥取県心身障害者扶養共済制度に加

入していることを証します。 入していることを証します。

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 印 職 氏 名 印

略 略

(裏面) (裏面)

１～７ 略 １～７ 略

８ 20年以上継続してこの制度に加入し、65歳以上 ８ 加入者が20年以上継続してこの制度に加入し、

になった加入者は、65歳になった後初めての加入 かつ65歳以上になったときは、それ以後の掛金を

日の応答日以後の掛金を納める必要はありませ 納める必要はありません。

ん。

９～12 略 ９～12 略
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様式第９号（第10条関係） 様式第９号（第10条関係）

掛 金 減 免 申 請 書 掛 金 減 免 申 請 書

職 氏名 様 職 氏名 様

掛金の減免を受けたいので、鳥取県心身障害者扶養 掛金の減免を受けたいので、鳥取県心身障害者扶養

共済制度に関する条例施行規則第10条の規定により申 共済制度に関する条例施行規則第10条の規定により関

請します。 係書類を添えて申請します。

年 月 日 年 月 日

郵便番号 郵便番号

申請者 住 所 申請者 住 所

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

略 略

心身障害者 住 所 心身障害者 住 所

氏 名 氏 名

個人番号

略 略

備考 知事が添付する必要がないと認めた場合を除 備考 減免を受ける理由を証する市町村長の発行す

き、減免を受ける理由を証する市町村長の発行す る証明書を添付すること。

る証明書を添付すること。

（注） 略 （注） 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第20号

鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則

鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則（昭和49年鳥取県規則31号）

の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（精神障害者保健福祉手帳の申請等） （精神障害者保健福祉手帳の申請等）

第18条 略 第18条 略

２ 前項の申請書を提出する者は、個人番号が記載さ

れた書類であって市町村長が適当と認めるものを提

示し、又は提出しなければならない。

３ 略 ２ 略

４ 略 ３ 略

５ 略 ４ 略

様式第24号（第18条、第20条関係） 様式第24号（第18条、第20条関係）

障害者手帳申請書 略 障害者手帳申請書 略

職 氏名 様 職 氏名 様

年 月 日 年 月 日

私は、次の事項（○印）について申請します。 私は、次の事項（○印）について申請します。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の

規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の〔新規交付・ 規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の〔新規交付・

更新・障害等級変更・都道府県間の住所変更による手 更新・障害等級変更・都道府県間の住所変更による手

帳交付〕 帳交付〕

申請者 略 申請者 略

（精神障害 住 所 電話 （ ） （精神障害 住 所 電話 （ ）

者本人） 個人番号 者本人）

略 略

注 略 注 略

様式第26号（第21条関係） 様式第26号（第21条関係）

精神障害者保健福祉手帳交付台帳 精神障害者保健福祉手帳交付台帳

略 生年 個人 略 略 生年 略

月日 番号 月日

附 則



- 17 -

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

この規則は、公布の日から施行する。
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平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

鳥取県身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第21号

鳥取県身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則

鳥取県身体障害者福祉法施行細則（平成６年鳥取県規則第17号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第３号（第５条関係） 様式第３号（第５条関係）

身体障害者診断書・意見書 身体障害者診断書・意見書

総括表 （ 障害用） 総括表 （ 障害用）

略 略

視覚障害の状況及び所見 視覚障害の状況及び所見

略 略

聴覚、平衡、音声・言語又はそしゃく機能障害の状 聴覚、平衡、音声・言語又はそしゃく機能障害の状

況及び所見 況及び所見

略 略

１ 聴覚障害の状況及び所見 １ 聴覚障害の状況及び所見

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 身体障害者手帳（聴覚障害）の所持状況

（２級と診断する場合、記載すること）

（ 有 ・ 無 ）

２～４ 略 ２～４ 略

略 略

肢体不自由の状況及び所見 肢体不自由の状況及び所見

略 略

脳原性運動機能障害 脳原性運動機能障害

略 略

心臓の機能障害の状況及び所見（18歳以上用） 心臓の機能障害の状況及び所見（18歳以上用）

１～４ 略 １～４ 略

５ ペースメーカ ５ 人工ペースメーカー

人工弁移植、弁置換（ 有 ・ 無 ） 人工弁移植、弁置換（ 有 ・ 無 ）

６ ペースメーカの適応度 （ クラスⅠ ・

クラスⅡ ・ クラスⅢ ）

７ 身体活動能力（運動強度） （ メ

ッツ）

心臓の機能障害の状況及び所見（18歳未満用） 心臓の機能障害の状況及び所見（18歳未満用）

略 略

腎臓の機能障害の状況及び所見 じん臓の機能障害の状況及び所見

１ 腎機能 １ じん機能

ア～オ 略 ア～オ 略

２ 略 ２ 略

３ 臨床状況 ３ 臨床状況
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平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

しょう しょう

ア 腎不全に基づく末梢神経症（ 有 [所見 ア じん不全に基づく末梢神経症（ 有 [所

] ・ 無 ） 見 ] ・ 無 ）

イ 腎不全に基づく消化器症状（ 有 [食思 イ じん不全に基づく消化器症状（ 有 [食

おう り おう り

不振・悪心・嘔吐・下痢] ・ 無 ） 思不振・悪心・嘔吐・下痢] ・ 無 ）

ウ 略 ウ 略

エ 腎不全に基づく神経異常（ 有 [所見 エ じん不全に基づく神経異常（ 有 [所見

] ・ 無 ） ] ・ 無 ）

オ 略 オ 略

Hｂ ｇ／dl, Hｂ ｇ／dl,

カ 腎性貧血 （ 有 カ じん性貧血 （ 有

赤血球数 × 赤血球数 ×

Ht ％ Ht ％

・ 無 ） ・ 無 ）

10 ／ｍｍ 10 ／ｍｍ４ ３ ４ ３

キ・ク 略 キ・ク 略

ケ 腎不全に直接関連するその他の症状（ 有 ケ じん不全に直接関連するその他（ 有

[所 見 ] ・ 無 ） [所見 ] ・ 無 ）の症状

４・５ 略 ４・５ 略

呼吸器の機能障害の状況及び所見 呼吸器の機能障害の状況及び所見

１ 略 １ 略

２ 活動能力の程度 ２ 活動能力の程度

ア 激しい運動をした時だけ息切れがある。 ア 階段を人並みの速さで登れないが、ゆっく

りなら登れる。

イ 平坦な道を早足で歩く、あるいは緩やかな イ 階段をゆっくりでも登れないが、途中休み

上り坂を歩く時に息切れがある。 ながらなら登れる。

ウ 息切れがあるので、同年代の人より平坦な ウ 人並みの速さで歩くと息苦しくなるが、ゆ

道を歩くのが遅い、あるいは平坦な道を自分 っくりなら歩ける。

のペースで歩いている時、息切れのために立

ち止まることがある。

エ 平坦な道を約100ｍ、あるいは数分歩くと エ ゆっくりでも少し歩くと息切れがする。

息切れのために立ち止まる。

オ 息切れがひどく家から出られない、あるい オ 息苦しくて身の回りのこともできない。

は衣服の着替えをする時にも息切れがある。

３ 略 ３ 略

４ 換気機能（ 年 月 日） ４ 換気機能（ 年 月 日）

ア 予測肺活量 L（実測肺活量 L） ア 予測肺活量 ml

イ １秒量 L（実測努力肺活量 L） イ １秒量 ml

ウ 略 ウ 略

（アについては、下記の予測式を使用して算出 （ア・ウについては、次のノモグラムを使用す

すること。） ること。）

肺活量予測式（L）

男性 0.045×身長（ｃｍ）－0.023×年齢

（歳）－2.258
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平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

女性 0.032×身長（ｃｍ）－0.018×年齢

（歳）－1.178

（予測式の適応年齢は男性18―91歳、女性18

―95歳であり、適応年齢範囲外の症例には使

用しないこと。）

５・６ 略 ５・６ 略

ノモグラム

(注) １ (A)と(C)とから、(B)上にBaldwinの予

測式による予測肺活量が得られ、(B)と

(D)とから(E)上に予測肺活量に対する１

秒率が得られる。

２ (D)を１秒量の代わりに実測肺活量と

すれば、(B)と(D)とから(E)上にパーセ

ント肺活量が得られる。

３ (B)に実測肺活量を代入すれば、(B)と

(D)とから(E)上に通常の１秒率が得られ

る。

ぼうこう又は直腸の機能障害の状況及び所見 ぼうこう又は直腸の機能障害の状況及び所見

１ ぼうこう機能障害の状況及び所見 １ ぼうこう機能障害の状況及び所見

□ 尿路変向（変更）のストマを造設している □ 尿路変向（変更）のストマを造設している

もの もの

(１) 種類及び術式 (１) 種類及び術式

ア 種類 ア 種類

ろう うろう じんろう じんうろう

□ 腎瘻 □ 腎孟瘻 □ 尿管 □ 腎瘻 □ 腎孟瘻 □ 尿管
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平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

ろう ろう ろう ろう

瘻 □ ぼうこう瘻 □ 回腸 瘻 □ ぼうこう瘻 □ 回腸

（結腸）導管 □ その他（ ） （結腸）導管 □ その他（ ）

イ・ウ 略 イ・ウ 略

(２) 略 (２) 略

□ 高度の排尿機能障害のあるもの 略 □ 高度の排尿機能障害のあるもの 略

２・３ 略 ２・３ 略

略 略

小腸の機能障害の状況及び所見 小腸の機能障害の状況及び所見

略 略

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）による免疫の機能障 HIV（ヒト免疫不全ウイルス）による免疫の機能障

害の状況及び所見 害の状況及び所見

（18歳以上用） （18歳以上用）

略 略

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）による免疫の機能障 HIV（ヒト免疫不全ウイルス）による免疫の機能障

害の状況及び所見 害の状況及び所見

（18歳未満用） （18歳未満用）

略 略

肝臓の機能障害の状態及び所見 肝臓の機能障害の状態及び所見

１ 肝機能障害の重症度 １ 肝機能障害の重症度

略 略

合計点数 点 点 合計点数 点 点

（ ○ で 囲 ５～６点・７～ ５～６点・７

む） ９点・10点以上 ～９点・10点

以上

肝性脳症又 ３点項目の

は腹水の項 有 ・ 無 有 ・ 無 有無 有 ・ 無 有 ・ 無

目を含む３ （血清アル

点項目以上 ブミン値、

における２ プロトロン

点以上の有 ビン時間、

無 血清総ビリ

ルビン値）

注１・注２ 略 注１・注２ 略

〈Child-Pugh分類〉 〈Child-Pugh分類〉

略 略

注３・注４ 略 注３・注４ 略

２～４ 略 ２～４ 略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正前の鳥取県身体障害者福祉法施行細則の規定により作成された書類は、改正後の鳥取県身体障害者福祉
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平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
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平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

鳥取県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第22号

鳥取県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則

鳥取県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則（平成18

年鳥取県規則22号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（自立支援医療費の支給認定の申請等） （自立支援医療費の支給認定の申請等）

第５条 略 第５条 略

２ 前項の申請書を提出する者は、個人番号が記載さ

れた書類であって知事が適当と認めるものを提示

し、又は提出しなければならない。

３ 第１項の申請書には、様式第７号による診断書を

添付するものとする。

２ 前項の申請書には、様式第７号による診断書を添

付するものとする。

様式第５号（第５条関係） 様式第５号（第５条関係）

自立支援医療（精神通院医療）支給認定申請書 自立支援医療（精神通院医療）支給認定申請書

（新規・再認定・変更） （新規・再認定・変更）

※１ ※１

年 月 日 年 月 日

職氏名 様 職氏名 様

申請者氏名 ㊞ 申請者氏名 ㊞

次のとおり、自立支援医療費の支給を申請します。 次のとおり、自立支援医療費の支給を申請します。

障 略 障 略

害 フリガナ 電話番号 害 フリガナ 電話番号

者 受診者住所 者 受診者住所

・ 個人番号 ・

児 児

受 略 受 略

診 フリガナ 電話番号 診 フリガナ 電話番号

者 保護者住所 ※２ 者 保護者住所 ※２

が ※２ が ※２

18 保護者個人 18

歳 番号 歳

未 未

満 満
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の の

場 場

合 合

負 略 負 略

担 受診者が加 氏 名 個 人 番 号 担 受診者と同

額 入する医療 額 一保険の加

に 保険の被保 に 入者

関 険者 関

す す

る る

事 略 事 略

項 項

略 略

注 略 注 略

添付書類 略 添付書類 略

----ここから下の欄には記載しないでください。---- ----ここから下の欄には記載しないでください。----

行政庁記入欄 行政庁記入欄

略 略

様式第９号（第８条関係） 様式第９号（第８条関係）

自立支援医療受給者証等記載事項変更届（精神通院医 自立支援医療受給者証等記載事項変更届（精神通院医

療） 療）

年 月 日 年 月 日

職氏名 様 職氏名 様

届出者氏名 ㊞ 届出者氏名 ㊞

自立支援医療支給認定申請書及び自立支援医療受給 自立支援医療支給認定申請書及び自立支援医療受給

者証に記載された事項の変更について、次のとおり届 者証に記載された事項の変更について、次のとおり届

け出ます。 け出ます。

受 略 受 略

診 住 所 診 住 所

者 個人番号 者

保護者(受診者 略 保護者(受診者 略

が18歳未満の 住所 が18歳未満の 住所

場合に記入す 個 人 場合に記入す

ること。) 番号 ること。)

略 略

注 略 注 略

添付書類 略 添付書類 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第23号

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則の一部を改正する規則

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第18号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（生活介護の基準） （生活介護の基準）

第５条 略 第５条 略

２ 略 ２ 略

３ 生活介護に係る該当基準は、次のとおりとする。 ３ 生活介護に係る該当基準は、次のとおりとする。

(１) 別表第３サービスの提供の項の右欄第２号か (１) 別表第３サービスの提供の項の右欄第１号か

ら第４号までに掲げる基準を満たすこと。 ら第５号までに掲げる基準を満たすこと。

(２) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条 (２) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条

第７項に規定する通所介護の事業を行う事業所で 第７項に規定する通所介護の事業を行う事業所で

同法第41条第１項本文の指定を受けているもの若 同法第41条第１項本文の指定を受けているもの

しくは同法第８条第17項に規定する地域密着型通 （以下「指定通所介護事業所」という。）又は同

所介護の事業を行う事業所で同法第42条の２第１ 法第８条第18項に規定する小規模多機能型居宅介

項本文の指定を受けているもの（以下「指定通所 護（同条第22項に規定する複合型サービスに該当

介護事業所等」という。）又は同法第８条第19項 するものを含む。）の事業を行う事業所で同法第

に規定する小規模多機能型居宅介護（同条第23項 42条の２第１項本文の指定を受けているもの（以

に規定する複合型サービスに該当するものを含 下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」とい

む。）の事業を行う事業所で同法第42条の２第１ う。）が地域において生活介護が提供されていな

項本文の指定を受けているもの（以下「指定小規 いこと等により生活介護の提供を受けることが困

模多機能型居宅介護事業所等」という。）が地域 難な障害者にサービスを提供するものであるこ

において生活介護が提供されていないこと等によ と。

り生活介護の提供を受けることが困難な障害者に

サービスを提供するものであること。

(３) 略 (３) 略

(４) 指定通所介護事業所等にあっては、次に掲げ (４) 指定通所介護事業所にあっては、次に掲げる

る基準を満たすこと。 基準を満たすこと。

ア サービスの提供を受ける障害者が介護保険法 ア サービスの提供を受ける障害者が介護保険法

によるサービスの利用者であるとした場合に同 によるサービスの利用者であるとした場合に同

法第41条第１項本文又は第42条の２第１項本文 法第41条第１項本文の指定を受けるために必要

の指定を受けるために必要とされる人数の従業 とされる人数の従業者を置くこと。

者を置くこと。

イ 略 イ 略

(５) 略 (５) 略

（短期入所の基準） （短期入所の基準）

第６条 略 第６条 略

２ 短期入所に係る該当基準は、次のとおりとする。 ２ 短期入所に係る該当基準は、次のとおりとする。
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(１) 別表第４サービスの提供の項の右欄第３号及 (１) 別表第４サービスの提供の項の右欄第３号か

び第５号から第７号までに掲げる基準を満たすこ ら第７号までに掲げる基準を満たすこと。

と。

(２) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が通い (２) 指定小規模多機能型居宅介護事業所が通いサ

サービスの利用の登録を受けた障害者等に対して ービスの利用の登録を受けた障害者等に対して宿

宿泊サービス（事業所に宿泊させて行うサービス 泊サービス（事業所に宿泊させて行うサービスを

をいう。以下同じ。）を提供するものであるこ いう。以下同じ。）を提供するものであること。

と。

(３)～(６) 略 (３)～(６) 略

（自立訓練の基準） （自立訓練の基準）

第８条 略 第８条 略

２ 略 ２ 略

３ 自立訓練に係る該当基準は、次のとおりとする。 ３ 自立訓練に係る該当基準は、次のとおりとする。

(１) 別表第６サービスの提供の項の右欄第２号か (１) 別表第６サービスの提供の項の右欄第１号か

ら第４号までに掲げる基準を満たすこと。 ら第５号までに掲げる基準を満たすこと。

(２) 指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能 (２) 指定通所介護事業所が地域において自立訓練

型居宅介護事業所等が地域において自立訓練が提 が提供されていないこと等により自立訓練を受け

供されていないこと等により自立訓練を受けるこ ることが困難な障害者にサービスを提供するもの

とが困難な障害者にサービスを提供するものであ であること。

ること。

(３) 第５条第３項第４号及び第５号に掲げる基準 (３) 食堂及び機能訓練室の面積は、サービスの提

を満たすこと。 供を受ける者１人につき３平方メートル以上であ

ること。

(４) サービスの提供を受ける障害者が介護保険法

によるサービスの利用者であるとした場合に同法

第41条第１項本文の指定を受けるために必要とさ

れる人数の従業者を置くこと。

(４) 略 (５) 略

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第24号

鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則等の一部を改正する規則

（鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則の一部改正）

第１条 鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第21号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附則別表（附則第２項関係） 附則別表（附則第２項関係）

職員の配置 １ 略 職員の配置 １ 略

２ 前号(１)から(３)までの規定 ２ 前号(１)から(３)までの規定

にかかわらず、介護保険法（平 にかかわらず、介護保険法（平

成９年法律第123号）第41条第１ 成９年法律第123号）第41条第１

項に規定する指定居宅サービス 項に規定する指定居宅サービス

のうち同法第８条第11項に規定 のうち同法第８条第11項に規定

する特定施設入居者生活介護 する特定施設入居者生活介護

（以下「指定特定施設入居者生 （以下「指定特定施設入居者生

活介護」という。）、同法第53 活介護」という。）、同法第53

条第１項に規定する指定介護予 条第１項に規定する指定介護予

防サービスのうち同法第８条の 防サービスのうち同法第８条の

２第９項に規定する介護予防特 ２第11項に規定する介護予防特

定施設入居者生活介護（以下 定施設入居者生活介護（以下

「指定介護予防特定施設入居者 「指定介護予防特定施設入居者

生活介護」という。）又は同法 生活介護」という。）又は同法

第42条の２第１項に規定する指 第42条の２第１項に規定する指

定地域密着型サービスのうち同 定地域密着型サービスのうち同

法第８条第21項に規定する地域 法第８条第20項に規定する地域

密着型特定施設入居者生活介護 密着型特定施設入居者生活介護

（以下「指定地域密着型特定施 （以下「指定地域密着型特定施

設入居者生活介護」という。） 設入居者生活介護」という。）

を行う施設に置く生活相談員、 を行う施設に置く生活相談員、

介護職員及び看護職員の人数 介護職員及び看護職員の人数

は、次のとおりとすること。 は、次のとおりとすること。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

３～12 略 ３～12 略

略 略

備考 略 備考 略

別表（第２条、附則第２項関係） 別表（第２条、附則第２項関係）

区分 基準 区分 基準

略 略
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入所及び退 １～３ 略 入所及び退 １～３ 略

所 ４ 入所者が退所するときは、介 所 ４ 入所者が退所するときは、介

護保険法第８条第26項に規定す 護保険法第８条第25項に規定す

る施設サービス計画の作成等に る施設サービス計画の作成等に

資するため、同条第25項に規定 資するため、同条第24項に規定

する介護保険施設に対する情報 する介護保険施設に対する情報

の提供に努めること。 の提供に努めること。

サービスの １ 略 サービスの １ 略

提供 ２ 生活相談員（生活相談員が置 提供 ２ 生活相談員（生活相談員が置

かれていない施設にあっては、 かれていない施設にあっては、

介護職員）に、入所者からの相 介護職員）に、入所者からの相

談に応じるとともに、適切な助 談に応じるとともに、適切な助

言及び必要な支援を行わせるほ 言及び必要な支援を行わせるほ

か、次に掲げる業務を行わせる か、次に掲げる業務を行わせる

こと。 こと。

(１) 入所者が介護保険法第23 (１) 入所者が介護保険法第23

条に規定する居宅サービス等 条に規定する居宅サービス等

（以下「居宅サービス等」と （以下「居宅サービス等」と

いう。）を利用する場合は、 いう。）を利用する場合は、

同法第８条第24項に規定する 同法第８条第23項に規定する

居宅サービス計画又は同法第 居宅サービス計画又は同法第

８条の２第16項に規定する介 ８条の２第18項に規定する介

護予防サービス計画の作成等 護予防サービス計画の作成等

に資するため、同法第８条第 に資するため、同法第８条第

24項に規定する居宅介護支援 23項に規定する居宅介護支援

事業又は同法第８条の２第16 事業又は同法第８条の２第18

項に規定する介護予防支援事 項に規定する介護予防支援事

業を行う者との密接な連携を 業を行う者との密接な連携を

図るほか、他の保健医療サー 図るほか、居宅サービス等そ

ビス又は福祉サービスを提供 の他の保健医療サービス又は

する者との連携を図ること。 福祉サービスを提供する者と

の連携を図ること。

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略

３～25 略 ３～25 略

略 略

備考 略 備考 略

（鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例施行規則の一部改正）

第２条 鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第22号）の

一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特別養護老人ホームの基準） （特別養護老人ホームの基準）

第４条 条例に定めるもののほか、入所定員が30人 第４条 条例に定めるもののほか、入所定員が30人
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以上の特別養護老人ホームの設備及び運営に関す 以上の特別養護老人ホームの設備及び運営に関す

る基準は、次に掲げるとおりとする。 る基準は、次に掲げるとおりとする。

(１) 略 (１) 略

(２) 入所に際しては、入所予定者の心身の状 (２) 入所に際しては、入所予定者の心身の状

況、生活歴、病歴、介護保険法（平成９年法律 況、生活歴、病歴、介護保険法（平成９年法律

第123号）第８条第24項に規定する指定居宅サー 第123号）第８条第23項に規定する指定居宅サー

ビス等の利用状況等の把握に努めること。 ビス等の利用状況等の把握に努めること。

(３) 入所者の心身の状況、その置かれている環 (３) 入所者の心身の状況、その置かれている環

境等に照らし、入所者が居宅において日常生活 境等に照らし、入所者が居宅において日常生活

を営むことができるかどうかについて、生活相 を営むことができるかどうかについて、生活相

談員、介護職員、看護職員等の従業者で定期的 談員、介護職員、看護職員等の従業者で定期的

に協議し、居宅において日常生活を営むことが に協議し、居宅において日常生活を営むことが

できると認められる入所者については、入所の できると認められる入所者については、入所の

措置の解除を市町村長に求めること。また、そ 措置の解除を市町村長に求めること。また、そ

の者が退所後に置かれることとなる環境等を勘 の者が退所後に置かれることとなる環境等を勘

案し、介護保険法第８条第24項に規定する居宅 案し、介護保険法第８条第23項に規定する居宅

サービス計画の作成等に資するため、同項に規 サービス計画の作成等に資するため、同項に規

定する居宅介護支援事業を行う者に対する情報 定する居宅介護支援事業を行う者に対する情報

の提供等を行うとともに、保健医療サービス又 の提供等を行うとともに、保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めること。 努めること。

(４) 略 (４) 略

２ 略 ２ 略

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

区分 基準 区分 基準

略 略

サービスの １ 略 サービスの １ 略

提供 ２ 生活相談員（生活相談員が 提供 ２ 生活相談員（生活相談員が

置かれない外部サービス利用 置かれない外部サービス利用

型養護老人ホームにあって 型養護老人ホームにあって

は、主任支援員）に、処遇に は、主任支援員）に、処遇に

関する計画を作成させ、又は 関する計画を作成させ、又は

入所者の処遇の状況等を勘案 入所者の処遇の状況等を勘案

して必要な計画の見直しを行 して必要な計画の見直しを行

わせ、計画に沿った支援が行 わせ、計画に沿った支援が行

われるよう必要な調整を行わ われるよう必要な調整を行わ

せるほか、次に掲げる業務を せるほか、次に掲げる業務を

行わせること。 行わせること。

(１) 入所者が介護保険法第 (１) 入所者が介護保険法第

23条に規定する居宅サービ 23条に規定する居宅サービ

ス等（以下「居宅サービス ス等（以下「居宅サービス

等」という。）を利用する 等」という。）を利用する

場合は、同法第８条第24項 場合は、同法第８条第23項

に規定する居宅サービス計 に規定する居宅サービス計
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画又は同法第８条の２第16 画又は同法第８条の２第18

項に規定する介護予防サー 項に規定する介護予防サー

ビス計画の作成等に資する ビス計画の作成等に資する

ため、同法第８条第24項に ため、同法第８条第23項に

規定する居宅介護支援事業 規定する居宅介護支援事業

又は同法第８条の２第16項 又は同法第８条の２第18項

に規定する介護予防支援事 に規定する介護予防支援事

業を行う者との密接な連携 業を行う者との密接な連携

を図るほか、他の保健医療 を図るほか、他の保健医療

サービス又は福祉サービス サービス又は福祉サービス

を提供する者との連携に努 を提供する者との連携に努

めること。 めること。

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略

３～22 略 ３～22 略

略 略

備考 備考

１・２ 略 １・２ 略

３ この表において「外部サービス利用型指定 ３ この表において「外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護」とは、介 介護予防特定施設入居者生活介護」とは、介

護保険法第８条の２第９項に規定する介護予 護保険法第８条の２第11項に規定する介護予

防特定施設入居者生活介護に係る同法第53条 防特定施設入居者生活介護に係る同法第53条

第１項に規定する指定介護予防サービスであ 第１項に規定する指定介護予防サービスであ

って、同法第８条の２第９項に規定する計画 って、同法第８条の２第11項に規定する計画

の作成等を施設の従業者が行い、当該計画に の作成等を施設の従業者が行い、当該計画に

基づく入浴の介護等を委託を受けた同法第53 基づく入浴の介護等を委託を受けた同法第53

条第１項に規定する指定介護予防サービス事 条第１項に規定する指定介護予防サービス事

業者が行うものをいう。 業者が行うものをいう。

４ 略 ４ 略

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

区分 基準 区分 基準

従業者の配 １～７ 略 従業者の配 １～７ 略

置 ８ 介護保険法第８条第19項に 置 ８ 介護保険法第８条第18項に

規定する小規模多機能型居宅 規定する小規模多機能型居宅

介護若しくは同条第23項に規 介護若しくは同条第22項に規

定する複合型サービスに係る 定する複合型サービスに係る

同法第42条の２第１項に規定 同法第42条の２第１項に規定

する指定地域密着型サービス する指定地域密着型サービス

又は同法第８条の２第14項に 又は同法第８条の２第16項に

規定する介護予防小規模多機 規定する介護予防小規模多機

能型居宅介護に係る同法第54 能型居宅介護に係る同法第54

条の２第１項に規定する指定 条の２第１項に規定する指定

地域密着型介護予防サービス 地域密着型介護予防サービス

を行う事業所（以下「指定小 を行う事業所（以下「指定小

規模多機能型居宅介護事業所 規模多機能型居宅介護事業所
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等」という。）が併設される 等」という。）が併設される

場合であって、当該指定小規 場合であって、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等 模多機能型居宅介護事業所等

の従業員の数が同法第78条の の従業員の数が同法第78条の

４第１項又は同法第115条の14 ４第１項又は同法第115条の14

第１項の市町村の条例で定め 第１項の市町村の条例で定め

る員数に関する基準を満たし る員数に関する基準を満たし

ているときは、施設の従業者 ているときは、施設の従業者

が当該指定小規模多機能型居 が当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等の職務に従事 宅介護事業所等の職務に従事

することができること。 することができること。

略 略

（鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例施行規則の一部改正）

第３条 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第23

号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 略 第２条 略

２ この規則において「利用者の数」とは、居宅 ２ この規則において「利用者の数」とは、居宅

サービス又は介護予防サービス（要支援者に対す サービス又は介護予防サービス（要支援者に対す

る法第115条の45第１項第１号イに規定する第１号 る法第115条の４第１項第１号イに規定する第１号

訪問事業及び同号ロに規定する第１号通所事業を 訪問事業及び同号ロに規定する第１号通所事業を

含む。）を前３月（短期入所生活介護又は介護予 含む。）を前３月（短期入所生活介護又は介護予

防短期入所生活介護にあっては、前年度）に利用 防短期入所生活介護にあっては、前年度）に利用

した者の１日当たりの人数（新たに指定を受ける した者の１日当たりの人数（新たに指定を受ける

場合は、その推定数）をいう。 場合は、その推定数）をいう。

３ 略 ３ 略

（居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営に関 （居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営に関

する基準） する基準）

第３条 条例に定めるもののほか、指定居宅サービ 第３条 条例に定めるもののほか、指定居宅サービ

スの事業の従業者、設備及び運営に関する基準 スの事業の従業者、設備及び運営に関する基準

は、居宅サービスの種類に応じ、別表第１のとお は、居宅サービスの種類に応じ、別表第１のとお

りとする。 りとする。ただし、難病等を有する者又はがん末

期のものであって常時看護師による観察が必要な

ものを対象とする通所介護に係る指定居宅サービ

スの事業の従業者、設備及び運営に関する基準

は、別表第２のとおりとする。

２ 基準該当居宅サービスの事業の従業者、設備及 ２ 基準該当居宅サービスの事業の従業者、設備及

び運営に関する基準は、居宅サービスの種類に応 び運営に関する基準は、居宅サービスの種類に応

じ、別表第２のとおりとする。 じ、別表第３のとおりとする。
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（介護予防サービスの事業の従業者、設備及び運営 （介護予防サービスの事業の従業者、設備及び運営

に関する基準） に関する基準）

第４条 略 第４条 略

２ 基準該当介護予防サービスの事業の従業者、設 ２ 基準該当介護予防サービスの事業の従業者、設

備及び運営に関する基準は、介護予防サービスの 備及び運営に関する基準は、介護予防サービスの

種類に応じ、別表第２のとおりとする。 種類に応じ、別表第３のとおりとする。

別表第１（第３条、第４条関係） 別表第１（第３条、第４条関係）

１ 訪問介護 １ 訪問介護

区分 基 準 区分 基 準

従業者の １～４ 略 従業者の １～４ 略

配置 ５ サービス提供責任者は、専ら訪 配置 ５ サービス提供責任者は、専ら訪

問介護に従事すること。ただし、 問介護に従事すること。ただし、

当該事業所又は同一敷地内に併設 当該事業所又は同一敷地内に併設

される事業所で要支援者に対する される事業所で要支援者に対する

法第115条の45第１項第１号イに 法第115条の４第１項第１号イに

規定する第１号訪問事業、定期巡 規定する第１号訪問事業、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護又は 回・随時対応型訪問介護看護又は

夜間対応型訪問介護を行う場合で 夜間対応型訪問介護を行う場合で

あって、利用者に対するサービス あって、利用者に対するサービス

の提供に支障がないときは、これ の提供に支障がないときは、これ

らの事業に従事することができ らの事業に従事することができ

る。 る。

６ 略 ６ 略

略 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 通所介護 ６ 通所介護

区分 基 準 区分 基 準

従業者の １ 略 従業者の １ 略

配置 配置 ２ 利用定員が10人以下である事業

所にあっては、前号(２)及び(３)

の規定にかかわらず、看護師、准

看護師及び介護職員を合計した人

数を同号(２)及び(３)に定める人

数とすることをもって足りるこ

と。

２ 法第115条の45の３第１項の指 ３ 法第115条の45の３第１項の指

定を受けた事業所にあっては、前 定を受けた事業所にあっては、前

号の規定にかかわらず生活相談 ２号の規定にかかわらず生活相談

員、看護師又は准看護師、介護職 員、看護師又は准看護師、介護職

員及び機能訓練指導員の人数を当 員及び機能訓練指導員の人数を当

該指定を受けるために必要とされ 該指定を受けるために必要とされ

る人数とすることができること。 る人数とすることができること。

３ 略 ４ 略
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４ 略 ５ 略

５ 略 ６ 略

６ 略 ７ 略

７ 略 ８ 略

略 略

７～９ 略 ７～９ 略

10 特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施 10 特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施

設入居者生活介護 設入居者生活介護

区分 基 準 区分 基 準

略 略

サービス １～16 略 サービス １～16 略

の提供 17 外部サービス利用型介護を行う の提供 17 外部サービス利用型介護を行う

場合（第３号の規定により利用者 場合（第４号の規定により利用者

が選択する事業者からサービスの が選択する事業者からサービスの

提供を受ける場合を含む。）は、 提供を受ける場合を含む。）は、

事業所ごとに、受託事業者と書面 事業所ごとに、受託事業者と書面

により契約を締結し、適切かつ円 により契約を締結し、適切かつ円

満にサービスが提供されるように 満にサービスが提供されるように

すること。 すること。

18 略 18 略

19 受託事業者は、指定居宅サービ 19 受託事業者は、訪問介護、訪問

ス事業者、指定地域密着型サービ 入浴介護、訪問看護、訪問リハビ

ス事業者、指定介護予防サービス リテーション、通所介護、通所リ

事業者、指定地域密着型介護予防 ハビリテーション若しくは福祉用

サービス事業者又は法第115条の 具貸与を行う指定居宅サービス事

45の３第１項に規定する指定事業 業者、認知症対応型通所介護を行

者とすること。 う指定地域密着型サービス事業

者、介護予防訪問介護、介護予防

訪問入浴介護、介護予防訪問看

護、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン、介護予防通所介護、介護予

防通所リハビリテーション若しく

は介護予防福祉用具貸与を行う指

定介護予防サービス事業者又は介

護予防認知症対応型通所介護を行

う指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者とすること。また、認知

症対応型通所介護又は介護予防認

知症対応型通所介護の提供を委託

する場合は、当該事業所と同一の

市町村の区域内に所在する事業所

においてサービスの提供を受ける

こと。

20 受託事業者に委託するサービス

は、訪問介護、訪問入浴介護、訪
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問看護、訪問リハビリテーショ

ン、通所介護、通所リハビリテー

ション若しくは福祉用具貸与、地

域密着型通所介護若しくは認知症

対応型通所介護、介護予防訪問入

浴介護、介護予防訪問看護、介護

予防訪問リハビリテーション、介

護予防通所リハビリテーション若

しくは介護予防福祉用具貸与、介

護予防認知症対応型通所介護又は

法第115条の45第１項第１号イに

規定する第１号訪問事業若しくは

同号ロに規定する第１号通所事業

とすること。また、地域密着型通

所介護、認知症対応型通所介護又

は介護予防認知症対応型通所介護

を委託する場合は、当該事業所と

同一の市町村に所在する事業所に

おいてサービスの提供を受けるこ

と。

21 略 20 略

22 略 21 略

略 略

11・12 略 11・12 略

別表第２（第３条関係）

区分 基 準

従業者の配 １ 次に掲げる従業者を事業所ごと

置 に置くこと。

(１) 管理者

(２) 看護師、准看護師又は介護

職員

２ 看護師、准看護師又は介護職員

の人数は、サービスを提供してい

る時間帯を通じて専ら当該サービ

スの提供に当たる者を利用者の数

を1.5で除した数以上確保するた

めに必要と認められる人数以上と

し、このうち１人以上は、専ら当

該サービスに従事する常勤の看護

師とすること。

３ 管理者は、専らその職務に従事

することができる常勤の看護師で

あって、適切なサービスを行うた

めに必要な知識及び技能を有する
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ものをもって充てること。ただ

し、事業所の管理上支障がないと

認められるときは、当該事業所の

他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができる。

設備 １ 利用定員は、９人以下とするこ

と。

２ サービスの提供にふさわしい専

用の部屋を有し、その面積は、

6.4平方メートルに利用定員を乗

じた面積以上とすること。

３ 非常災害に際して必要な消火設

備その他の設備を設けること。

４ 専ら事業の用に供するものであ

ること。ただし、利用者に対する

サービスの提供に支障がないと認

められるときは、この限りでな

い。

サービスの １ 別表第１の１の表サービスの開

開始及び終 始及び終了の項に掲げる基準を満

了 たすこと。

２ 正当な理由なくサービスの提供

を拒まないこと。

３ 利用申込者に対し適切なサービ

スを提供することが困難な場合

は、指定居宅介護支援事業者への

連絡、他の事業者の紹介その他の

措置を講ずること。

４ サービスの提供を開始するとき

は、あらかじめ利用申込者又はそ

の家族に対し、次に掲げる事項を

記載した書面を交付して説明を行

い、利用申込者の同意を得るこ

と。

(１) 事業の目的及び運営の方針

(２) 従業者の職種、人数及び職

務の内容

(３) 営業日及び営業時間

(４) 利用定員

(５) サービスの内容及び利用料

その他の費用の額

(６) 事業の実施地域

(７) サービスの利用に当たって

の留意事項
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(８) 非常災害対策

(９) 従業者の勤務の体制

(10) 利用者ごとに定めた緊急時

等の対応策

(11) 主治医

(12) 緊急時対応医療機関との連

絡体制

(13) その他サービスの選択に資

する重要事項

療養通所介 １ 利用者の病状、心身の状況、希

護計画 望及びその置かれている環境を踏

まえ、居宅サービス計画の内容に

沿って、既に訪問看護計画が作成

されている場合はその内容との整

合を図りつつ、機能訓練等の目

標、目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した療

養通所介護計画を作成すること。

２ 療養通所介護計画の内容を利用

者又はその家族に説明し、利用者

の同意を得るとともに、作成した

計画書を利用者に交付すること。

３ 計画の作成後、モニタリングを

行うこと。

サービスの １ 別表第１の１の表サービスの提

提供 供の項（第４号、第６号、第10

号、第12号、第13号、第15号、第

17号、第20号、第26号及び第27号

の規定を除く。）に掲げる基準を

満たすこと。

２ 療養通所介護計画に基づき、利

用者の機能訓練及びその者が日常

生活を営むことができるよう必要

な援助を行うこと。

３ サービスの開始及び終了の項第

４号(１)から(８)までに掲げる事

項その他運営に関する重要事項に

ついての規程を事業所ごとに定め

ること。

４ 利用定員を超えてサービスの提

供を行わないこと。ただし、災害

その他のやむを得ない事情がある

場合は、この限りでない。

５ 利用者の体調の変化等に応じた

適切なサービスを提供できるよ
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う、利用者の主治医及び訪問看護

を行う事業者との密接な連携を図

り、サービスの提供方法及び手順

等についての情報の共有を十分に

図ること。

６ 常に利用者の心身の状況を的確

に把握し、相談援助等の生活指

導、機能訓練その他必要なサービ

スを利用者の希望に添って適切に

提供すること。

７ 利用者の処遇について、自らサ

ービスの評価を行い、その結果を

利用者に周知するとともに、常に

その改善を図ること。また、外部

の者による評価を行い、その結果

を公表するよう努めること。

８ 利用者の病状の急変等に備える

ため、あらかじめ、事業所と同一

の敷地内に存し又は隣接し若しく

は近接する緊急時対応医療機関を

定めておくこと。また、当該緊急

時対応医療機関と緊急時において

円滑な協力を得るため、あらかじ

め必要な事項を取り決めておくこ

と。

９ サービスの提供時に利用者の病

状が急変した場合等に備え、あら

かじめ利用者ごとの対応策を主治

医と協議して定めるとともに、利

用者及び家族に対して十分に説明

し、利用者及び家族が安心してサ

ービスを利用できるよう配慮する

こと。また、利用者の状態の変化

に応じて当該対応策の変更を行う

こと。

10 サービスの提供時に利用者の病

状が急変した場合は、前号の対応

策に基づき、速やかに主治医又は

緊急時対応医療機関への連絡を行

う等の必要な措置を講ずること。

11 利用者の人権を守り、虐待の発

生を防止するため、高齢者虐待の

防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律（平成17年法律

第124号）第20条の規定に従い、
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従業者に対する研修の実施、責任

者の設置その他の措置を講ずるこ

と。

12 当該事業所の従業者によってサ

ービスを提供すること。ただし、

利用者の処遇に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りで

ない。

13 利用者の使用する施設、食器そ

の他の設備については、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措

置を講ずること。

14 感染症、食中毒及び熱中症によ

る健康被害が発生し、又はまん延

しないように、衛生上及び健康管

理上必要な措置を講ずること。

15 非常災害対策は、非常災害時の

情報の収集、連絡体制、避難等に

関する具体的な計画を定めるもの

とし、その計画を実行できるよう

利用者及び職員に周知し、定期的

に訓練を行うこと。

16 サービスの提供に対する対価の

ほか、次に掲げる費用以外の費用

を徴収しないこと。また、(２)に

掲げる費用については、知事が別

に定めるところによること。

(１) 事業の実施地域以外の地域

からの送迎に要する費用

(２) 食事の提供に要する費用

(３) おむつ代

(４) (１)から(３)までに掲げる

もののほか、提供される便宜の

うち日常生活においても通常必

要となるものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させるこ

とが適当と認められる費用

17 前号の規定により費用を徴収す

るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族

に対し、当該サービスの内容及び

費用を記載した書面を交付して説

明を行い、利用者の同意を得るこ

と。

18 安全かつ適切なサービスの提供
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を確保するため、地域の医療関係

団体に属する者、地域の保健、医

療又は福祉の分野を専門とする者

その他安全かつ適切なサービスの

提供を確保するために必要と認め

られる者により構成される安全・

サービス提供管理委員会を設置

し、概ね６月に１回以上開催する

こと。

19 安全・サービス提供管理委員会

においては、事故事例その他の安

全管理に必要なデータの収集を行

うとともに、当該データ等を踏ま

え、事業所における安全かつ適切

なサービスの提供を確保するため

の方策の検討を行うこと。

20 安全・サービス提供管理委員会

における検討の結果を記録すると

ともに、必要な対策を講ずるこ

と。

21 管理者に、療養通所介護計画の

項第１号及び第２号に規定する業

務のほか、当該事業所の従業者の

管理、サービス利用の申込みに係

る調整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行わせるこ

と。また、法令及びこの規則の規

定を遵守させるために必要な従業

者に対する指揮命令を行わせると

ともに、サービス提供に適切な環

境を整備させること。

記録の作成 １ 次に掲げる記録を整備するこ

及び保存 と。

(１) 従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録

(２) 利用者ごとの療養通所介護

計画

(３) 別表第１の１の表サービス

の提供の項第５号の記録

(４) 別表第１の１の表サービス

の提供の項第11号の規定による

市町村への通知に係る記録

(５) 療養通所介護計画の項第３

号の規定によるモニタリングの

結果の記録
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(６) サービスの提供の項第20号

の規定による記録

(７) 条例別表の１の表事故等へ

の対応の項第２号に規定する事

故の状況及び事故に際して採っ

た措置についての記録

(８) 条例別表の１の表事故等へ

の対応の項第４号に規定する苦

情の内容等の記録

２ 前号の記録は、次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める期間保

存すること。

(１) 決算書類 30年間

(２) 会計伝票、会計帳簿及び証

ひょう書類 10年間

(３) (１)及び(２)に掲げる書類

以外の記録 ５年間

事故等への 条例別表の１の表事故等への対応

対応 の項及び別表第１の１の表事故等へ

の対応の項に掲げる基準を満たすこ

と。

別表第２（第３条、第４条関係） 別表第３（第３条、第４条関係）

１～３ 略 １～３ 略

４ 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活 ４ 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活

介護 介護

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 通所介護、地域密着型通所介護、認知症 (６) 通所介護若しくは認知症対応型通所介護

対応型通所介護若しくは小規模多機能型居宅 を行う事業所又は社会福祉施設（以下「通所

介護を行う事業所又は社会福祉施設（以下 介護事業所等」という。）に併設し、当該通

「通所介護事業所等」という。）に併設し、 所介護事業所等と一体的に運営すること。

当該通所介護事業所等と一体的に運営するこ

と。

(７)～(13) 略 (７)～(13) 略

５ 略 ５ 略

（鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の一部改正）

第４条 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第28号）の

一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基 （障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基

準） 準）

第３条 略 第３条 略
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２～４ 略 ２～４ 略

５ 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第７ ５ 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第７

項に規定する通所介護又は同条第17項に規定する 項に規定する通所介護（以下「通所介護」とい

地域密着型通所介護（以下「通所介護等」とい う。）を行う事業所であって同法第41条第１項本

う。）を行う事業所であって同法第41条第１項本 文の指定を受けているものが別表第５に掲げる基

文又は第42条の２第１項本文の指定を受けている 準を満たすときは、第３項に定める基準を満たし

ものが別表第５に掲げる基準を満たすときは、第 ているものとみなす。

３項に定める基準を満たしているものとみなす。

６ 介護保険法第８条第19項に規定する小規模多機 ６ 介護保険法第８条第18項に規定する小規模多機

能型居宅介護（同条第23項に規定する複合型サー 能型居宅介護（同条第22項に規定する複合型サー

ビスに該当するものを含む。）を行う事業所であ ビスに該当するものを含む。）を行う事業所であ

って同法第42条の２第１項本文の指定を受けてい って同法第42条の２第１項本文の指定を受けてい

るもの（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業 るもの（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業

所等」という。）が別表第６に掲げる基準を満た 所等」という。）が別表第６に掲げる基準を満た

すときは、第３項に定める基準を満たしているも すときは、第３項に定める基準を満たしているも

のとみなす。 のとみなす。

別表第５（第３条関係） 別表第５（第３条関係）

１ 地域において児童発達支援又は放課後等デイ １ 地域において児童発達支援又は放課後等デイ

サービスが提供されていないこと等により児童発 サービスが提供されていないこと等により児童発

達支援又は放課後等デイサービスを受けることが 達支援又は放課後等デイサービスを受けることが

困難な障害児に対して通所介護等と同様のサービ 困難な障害児に対して通所介護と同様のサービス

スを提供するものであること。 を提供するものであること。

２ 食堂及び機能訓練室の床面積が、前号のサービ ２ 食堂及び機能訓練室の床面積が、前号のサービ

スを利用する障害児を通所介護等の利用者とみな スを利用する障害児を通所介護の利用者とみなし

して加えた場合における通所介護等の利用者の数 て加えた場合における通所介護の利用者の数で除

で除して３平方メートル以上であること。 して３平方メートル以上であること。

３ 従業者の人数が、第１号のサービスを利用する ３ 従業者の人数が、第１号のサービスを利用する

障害児を通所介護等の利用者とみなして加えた場 障害児を通所介護の利用者とみなして加えた場合

合において介護保険法第41条第１項に規定する指 において介護保険法第41条第１項に規定する指定

定居宅サービス事業者又は同法第42条の２第１項 居宅サービス事業者として必要とされる人数以上

に規定する指定地域密着型サービス事業者として であること。

必要とされる人数以上であること。

４ 略 ４ 略

（鳥取県公害防止条例施行規則の一部改正）

第５条 鳥取県公害防止条例施行規則（昭和47年鳥取県規則第21号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（拡声機使用の禁止区域） （拡声機使用の禁止区域）

第15条の２ 条例第58条の２第１項の規則で定める 第15条の２ 条例第58条の２第１項の規則で定める

区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲からおおむ 区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲からおおむ

ね50メートル以内の区域とする。 ね50メートル以内の区域とする。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略



- 42 -

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

(６) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条 (６) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条

第28項に規定する介護老人保健施設 第27項に規定する介護老人保健施設

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同法第８条の２

第９項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業者は、第３条の規定による改正後の鳥取県居宅

サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例施行規則別表第１の10の表サービスの提供の項第20号の

規定にかかわらず、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（平成26年法律第83号）附則第11条の規定によりなおその効力を有する同法第５条の規定による改正前の介

護保険法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は同条第７項に規定する介護予防通所介護を同法第

53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者に委託することができる。
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鳥取県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第25号

鳥取県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

鳥取県児童福祉法施行細則（平成３年鳥取県規則第20号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（小児慢性特定疾病医療費の支給の申請） （小児慢性特定疾病医療費の支給の申請）

第３条 略 第３条 略

２ 前項の申請書を提出する者は、個人番号が記載さ

れた書類であって知事が適当と認めるもの（以下

「本人確認書類」という。）を提示し、又は提出し

なければならない。

（療育の給付の申請） （療育の給付の申請）

第５条 略 第５条 略

２ 前項の申請を行う者は、本人確認書類を提示し、

又は提出しなければならない。

第９条 法第22条第２項の規定による申込みは助産施 第９条 法第22条第２項の規定による申し込みは助産

設入所申込書（様式第７号）を、法第23条第２項の 施設入所申込書（様式第７号）を、法第23条第２項

規定による申込みは母子生活支援施設入所申込書 の規定による申込みは母子生活支援施設入所申込書

（様式第８号）を提出してしなければならない。 （様式第８号）を提出してしなければならない。

２ 前項の申込みを行う者は、本人確認書類を提示

し、又は提出しなければならない。

３ 福祉事務所長（鳥取県福祉事務所設置条例（昭和 ２ 福祉事務所長（鳥取県事務処理権限規則（平成８

30年鳥取県条例第８号）第１条の規定により設置さ 年鳥取県規則第32号。以下「権限規則」という。）

れた福祉事務所の長をいう。以下同じ。）は、第１ 第６条又は第７条の規定により知事の権限に属する

項の申込書の提出があった場合において、助産施設 当該事務の委任を受けた鳥取県福祉事務所設置条例

への入所の承諾を決定したときにあっては助産施設 （昭和30年鳥取県条例第８号）第１条の規定により

入所承諾書（様式第９号）により、母子生活支援施 設置された福祉事務所の長をいう。以下同じ。）

設への入所の承諾を決定したときにあっては母子生 は、前項の申込書の提出があった場合において、助

活支援施設入所承諾書（様式第９号の２）により当 産施設への入所の承諾を決定したときにあっては助

該申込みを行った者に通知するとともに、当該助産 産施設入所承諾書（様式第９号）を、母子生活支援

施設又は母子生活支援施設の長に当該申込みを行っ 施設への入所の承諾を決定したときにあっては母子

た者への通知の写しを送付するものとする。 生活支援施設入所承諾書（様式第９号の２）を当該

申込みを行った者に通知するものとし、当該施設の

長に対しては当該申込みを行った者への通知の写し

を送付するものとする。

４ 略 ３ 略

５ 略 ４ 略



- 44 -

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号

第９条の２ 略 第９条の２ 略

２ 前項の申込書を提出する者は、本人確認書類を提

示し、又は提出しなければならない。

３ 児童相談所長は、第１項の申込書の提出があった ２ 児童相談所長は、前項の申込書の提出があった場

場合において、児童自立生活援助の実施（法第25条 合において、児童自立生活援助の実施（法第25条の

の７第１項第３号に規定する児童自立生活援助の実 ７第１項第３号に規定する児童自立生活援助の実施

施をいう。以下同じ。）を決定したときは、児童自 をいう。以下同じ。）を決定したときは、児童自立

立生活援助実施決定通知書（様式第10号の４）によ 生活援助実施決定通知書（様式第10号の４）により

り当該申込みを行った者に対し通知するとともに、 当該申込みを行った者に対し通知するとともに、児

児童自立生活援助実施委託通知書（様式第10号の 童自立生活援助実施委託通知書（様式第10号の５）

５）により当該児童自立生活援助の実施を受託した により当該児童自立生活援助の実施を受託した者に

者に対し通知するものとする。 対し通知するものとする。

４ 略 ３ 略

５ 略 ４ 略

（里親の認定の申請等） （里親の認定の申請等）

第13条 省令第36条の41第１項又は第２項に規定する 第13条 省令第36条の41第１項及び第２項（省令第36

申請書（省令第36条の47の規定により準じて行う認 条の47において準ずる場合を含む。）に規定する申

定等に係る申請書を含む。）は、里親認定申請書 請書は、里親認定申請書（様式第19号）によるもの

（様式第19号）によるものとする。 とする。

２ 前項の申請書（省令第36条の47の規定により準じ

て行う認定等に係る申請書を除く。）を提出する者

は、本人確認書類を提示し、又は提出しなければな

らない。

（障害児入所給付費等の支給等の申請） （障害児入所給付費等の支給等の申請）

第15条の２ 略 第15条の２ 略

２ 前項の申請書を提出する者は、本人確認書類を提

示し、又は提出しなければならない。

３ 第１項の申請書には、世帯状況・収入・資産等申 ２ 前項の申請書には、世帯状況・収入・資産等申告

告書（様式第25号の３）を添付しなければならな 書（様式第25号の３）を添付しなければならない。

い。ただし、当該申告書の記載事項を個人番号を利

用して確認できるときは、その添付を省略すること

ができる。

（障害児入所給付費申請事項の変更の届出） （障害児入所給付費申請事項の変更の届出）

第15条の６ 略 第15条の６ 略

２ 略 ２ 略

３ 前項の届出書には、世帯状況・収入・資産等申告 ３ 前項の届出書には、世帯状況・収入・資産等申告

書を添付しなければならない。ただし、当該申告書 書を添付しなければならない。

の記載事項を個人番号を利用して確認できるとき

は、その添付を省略することができる。

（児童福祉施設の設置の届出） （児童福祉施設の設置の届出）

第20条 法第35条第３項又は第56条の８第３項の規定 第20条 法第35条第３項の規定による届出は、児童福
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による届出は、児童福祉施設設置届出書（様式第30 祉施設設置届出書（様式第30号）を提出してしなけ

号）を提出してしなければならない。 ればならない。

（児童福祉施設の届出事項等の変更の届出） （児童福祉施設の届出事項等の変更の届出）

第22条 省令第37条第４項の規定による届出は、児童 第22条 省令第37条第４項の規定による届出は、児童

福祉施設届出事項変更届出書（様式第32号又は様式 福祉施設届出事項変更届出書（様式第32号又は様式

第32号の２）を提出してしなければならない。 第32号の２）を、同条第５項の規定による変更届出

は、児童福祉施設設置認可（届出）事項変更届出書

（様式第33号）を、同条第６項の規定による変更届

出は、児童福祉施設認可事項変更届出書（様式第34

号又は様式第34号の２）を提出してしなければなら

ない。

２ 省令第37条第５項の規定による届出は、児童福祉

施設認可（届出）事項変更届出書（様式第33号）を

提出してしなければならない。

３ 省令第37条第６項の規定による届出は、児童福祉

施設認可（届出）事項変更届出書（様式第34号又は

様式第34号の２）を提出してしなければならない。

４ 公私連携保育法人は、次に掲げる場合は、知事に

届け出なければならない。

(１) 公私連携型保育所の名称又は位置を変更した

場合

(２) 公私連携型保育所の建物その他の設備の規模

及び構造又は事業の運営についての重要事項に関

する規程を変更しようとする場合

(３) 経営の責任者又は福祉の実務に当たる幹部職

員を変更しようとする場合

５ 前項の規定による届出は、児童福祉施設認可（届

出）事項変更届出書（様式第33号から様式第34号の

２まで）を提出してしなければならない。

（書類の提出先） （書類の提出先）

第31条 法又は省令の規定により知事に提出する書類 第31条 法又は省令の規定により知事に提出する書類

は、第２条、第３条、第５条から第９条まで、第14 は、第２条、第６条から第８条まで、第14条の２、

条の２、第14条の３、第15条の11から第15条の13ま 第14条の３、第15条の11から第15条の13まで及び第

で、第19条から第24条まで及び第27条から第30条ま 19条から第24条までに規定する書類を除き、所管の

でに規定する書類を除き、所管の児童相談所長に提 児童相談所長に提出しなければならない。

出しなければならない。

２ 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定 ２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書類

める者に提出しなければならない。 は、それぞれ当該各号に定める者に提出しなければ

ならない。

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係）

（表面） （表面）
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略 略

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書（新規 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書（新規

・更新・変更） ・更新・変更）

受 略 略 受 略 略

診 氏 名 診 氏 名

者 個人番号 者

略 略

略 略

申 氏名 個 人 略 申 氏名 略

請 番 号 請

者 略 者 略

略 略

上記のとおり、小児慢性特定疾病医療費の支給を 上記のとおり、小児慢性特定疾病医療費の支給を

申請します。 申請します。

年 月 日 年 月 日

申請者氏名 ○印 申請者氏名 ○印

（氏名を自署する場 （氏名を自署する場

合は、押印を省略す 合は、押印を省略す

ることができる。） ることができる。）

鳥取県 事務所長 様 鳥取県 事務所長 様

注 略 注 略

（裏面） （裏面）

支給認定基準世帯員（受診者と同じ医療保険に加入す 支給認定基準世帯員（受診者と同じ医療保険に加入す

る者） る者）

世帯員 個人 受診者と 世帯員 受診者と

氏名 番号 の続柄 氏名 の続柄

世帯員 個人 受診者と 世帯員 受診者と

氏名 番号 の続柄 氏名 の続柄

世帯員 個人 受診者と 世帯員 受診者と

氏名 番号 の続柄 氏名 の続柄

世帯員 個人 受診者と 世帯員 受診者と

氏名 番号 の続柄 氏名 の続柄

世帯員 個人 受診者と 世帯員 受診者と

氏名 番号 の続柄 氏名 の続柄

世帯員 個人 受診者と 世帯員 受診者と

氏名 番号 の続柄 氏名 の続柄

世帯員 個人 受診者と 世帯員 受診者と

氏名 番号 の続柄 氏名 の続柄

世帯員 個人 受診者と 世帯員 受診者と

氏名 番号 の続柄 氏名 の続柄

略 略

【所得区分】 【所得区分】

受診者の加入する医療保険が国民健康保険であ 申請者（受診者の保護者であり・受診者の医療

る場合は、当該国民健康保険に加入する世帯員全 保険の被保険者）の市町村民税（所得割）課税額
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員の市町村民税（所得割）課税額の合計により、 （以下「課税額」という。）により判断してくだ

国民健康保険以外である場合は医療保険の被保険 さい。なお、受診者が医療保険の被保険者である

者（申請者又は受診者）の市町村民税（所得割） 場合は受診者の課税額、受診者が国民健康保険又

課税額により、それぞれ判断してください。 は国保組合の場合は受診者の世帯員全員（国民健

康保険加入者又は国保組合加入者）の課税額の合

計で判断してください。

略 略 略 略

様式第３号（第５条関係） 様式第３号（第５条関係）

療育給付申請書 療育給付申請書

本人 略 本人 略

居 住 地 個人 居 住 地

番号

扶養 略 扶養 略

義務 居 住 地 個人 義務 居 住 地

者 番号 者

略 略

添付書類 略 添付書類 略

様式第７号（第９条関係） 様式第７号（第９条関係）

助産施設入所申込書 助産施設入所申込書

年 月 日 年 月 日

郵便番号 郵便番号

住 所 住 所

フリガナ フリガナ

妊産婦氏名 妊産婦氏名

電話番号 電話番号

職 氏 名 様 職 氏 名 様

助産施設への入所につき次のとおり申し込みます。 助産施設への入所につき次のとおり申し込みます。

入所を希望 生年月日 入所を希望 生年月日

する妊産婦 個人番号 する妊産婦

略 略

略 略

備考 １ 略 備考 １ 略

２ この申込書には、当該世帯の家族状況収 ２ この申込書には、当該世帯の家族状況収

入資産状況調査書及び課税証明書その他の 入資産状況調査書及び課税証明書その他の

課税の状況が分かる書類を添付してくださ 課税の状況が分かる書類を添付してくださ

い。ただし、当該世帯の収入等を個人番号 い。

を利用して確認できる場合は、その添付を

省略することができる。

３ 略 ３ 略

注 略 注 略

様式第８号（第９条関係） 様式第８号（第９条関係）
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母子生活支援施設入所申込書 母子生活支援施設入所申込書

年 月 日 年 月 日

郵便番号 郵便番号

住 所 住 所

フリガナ フリガナ

保護者氏 名 保護者氏 名

電話番号 電話番号

職 氏 名 様 職 氏 名 様

母子生活支援施設への入所につき次のとおり申し込 母子生活支援施設への入所につき次のとおり申し込

みます。 みます。

入 氏名 続柄 生年月 個人番 職業又 備考 入 氏名 続柄 生年月 職業又 備考

所 日 号 は就学 所 日 は就学

希 の状況 希 の状況

望 等 望 等

者 保護者 者 保護者

本人 本人

略 略

備考 略 備考 略

注 略 注 略

様式第10号の３（第９条の２関係） 様式第10号の３（第９条の２関係）

児童自立生活援助実施申込書 児童自立生活援助実施申込書

平成 年 月 日 平成 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

郵便番号 郵便番号

申込者 住 所 申込者 住 所

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

児童自立生活援助の実施について、児童福祉法第33 児童自立生活援助の実施について、児童福祉法第33

条の６第２項の規定により、次のとおり申し込みま 条の６第２項の規定により、次のとおり申込みます。

す。

実施希望者 略 実施希望者 略

生年月日 生年月日

個人番号

略 略

略 略

注 略 注 略

様式第19号（第13条関係） 様式第19号（第13条関係）

里親認定申請書 里親認定申請書
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職 氏 名 様 職 氏 名 様

養育里親・専門里親・養子縁組里親・親族里親の認 養育里親・専門里親・養子縁組里親・親族里親の認

定を受けたいので、児童福祉法施行規則第36条の41 定を受けたいので、児童福祉法施行規則第36条の41

（児童福祉法施行規則第36条の47において準ずる場合 （児童福祉法施行規則第36条の47において準ずる場合

を含む。）の規定により、次のとおり申請します。 を含む。）の規定により、次のとおり申請します。

年 月 日 年 月 日

住 所 住 所

申請者
フリガナ

申請者
氏 名 ○印 氏 名 ○印

申 氏 名 略 申 フリガナ 略

請 個人番号(※) 請 氏 名

者 略 者 略

同 氏 名 生年月日 性 個人番 職業 健康状態 同 氏 名 生年月日 性 職業 健康状態

居 別 号(※) 居 別

人 年 月 人 年 月

日 日

年 月 年 月

日 日

年 月 年 月

日 日

年 月 年 月

日 日

(※)個人番号は養子縁組里親及び親族里親を希望

する場合は記入しないこと。

略 略

注 略 注 略

添付書類 略 添付書類 略

様式第25号の２（第15条の２関係） 様式第25号の２（第15条の２関係）

（表面） （表面）

障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付 障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付

費支給申請書 費支給申請書

職 氏 名 様 職 氏 名 様

次のとおり申請します。 次のとおり申請します。

申請年月日 年 月 日 申請年月日 年 月 日

申 フリガナ 生年月 年 月 日 申 フリガナ 生年月 年 月 日

請 日 請 日

者 氏 名 個人番 者 氏 名

号

略 略

フリガナ 生年月 年 月 日 フリガナ 生年月 年 月 日

日 日
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支給申請に係る 個人番 支給申請に係る

児童氏名 号 児童氏名

続 柄 続 柄

略 略

※「被保険者証の記号及び番号」欄及び「保険者名及 ※「被保険者証の記号及び番号」欄及び「保険者名及

び番号」欄は、医療型障害児入所施設又は指定発達支 び番号」欄は、医療型障害児入所施設又は指定発達支

援医療機関の利用を希望する場合にのみ記入するこ 援医療機関の利用を希望する場合にのみ記入するこ

と。 と。

略 略

（裏面） （裏面）

略 略

いずれも、事実関係を確認できる書類を添付して申請 いずれも、事実関係を確認できる書類を添付して申請

すること。ただし、事実関係を個人番号を利用して確 すること。

認できるときは、その添付を省略することができる。

（注１） 略 （注１） 略

（注２） 略 （注２） 略

略 略

様式第25号の８（第15条の６関係） 様式第25号の８（第15条の６関係）

障害児入所給付費申請事項変更届出書 障害児入所給付費申請事項変更届出書

職 氏 名 様 職 氏 名 様

年 月 日 年 月 日

次のとおり変更がありましたので届け出ます。 次のとおり変更がありましたので届け出ます。

フ リ ガ ナ 生年月日 明治 大正 年 月 フ リ ガ ナ 生年月日 明治 大正 年 月

申 請 者 昭和 平成 日 申 請 者 昭和 平成 日

個人番号

略 略

フ リ ガ ナ 続 柄 フ リ ガ ナ 続 柄

給付決定に 生年月日 昭和・平成 年 月 給付決定に 生年月日 昭和・平成 年 月

係る児童の 日 係る児童の 日

氏名 氏名

個人番号

略 略

略 略

※変更した内容を証する書類を添付すること。た ※変更した内容を証する書類を添付すること。

だし、変更した内容を個人番号を利用して確認で

きるときは、その添付を省略することができる。

様式第25号の９（第15条の６関係） 様式第25号の９（第15条の６関係）

障害児入所支援負担上限月額等算定必要事項変 障害児入所支援負担上限月額等算定必要事項変

更届出書 更届出書
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職 氏 名 様 職 氏 名 様

次のとおり届け出します。届出年月日 年 月 日 次のとおり届け出します。届出年月日 年 月 日

申 フリガナ 生年月日 年 月 日 申 フリガナ 生年月日 年 月 日

請 氏 名 個人番号 請 氏 名

者 略 者 略

略 略

フリガナ 生年月日 年 月 日 フリガナ 生年月日 年 月 日

支給申請に係 個人番号 支給申請に係

る児童氏名 続 柄 る児童氏名 続 柄

略 略

略 略

略 略

添付書類 添付書類

１・２ 略 １・２ 略

３ 事実関係等を個人番号を利用して確認できると

きは、１又は２の書類の添付を省略することがで

きる。

様式第25号の12（第15条の９関係） 様式第25号の12（第15条の９関係）

高額障害児入所給付費支給申請書兼請求書 高額障害児入所給付費支給申請書兼請求書

職 氏 名 様 職 氏 名 様

次のとおり関係書類を添えて高額障害児入所給付費 次のとおり関係書類を添えて高額障害児入所給付費

の支給を申請（請求）します。 の支給を申請（請求）します。

申請（請求）年月日 年 月 日 申請（請求）年月日 年 月 日

フ リ ガ ナ 略 フ リ ガ ナ 略

申請者氏名 申請者氏名

生年月日 明治 年 生年月日 明治 年

大正 月 大正 月

昭和 日 昭和 日

平成 平成

個人番号

略 略

フリガナ 続 柄 フリガナ 続 柄

給付決定に 生年月 昭和・平成 給付決定に 生年月 昭和・平成

係る児童の 日 年 月 日 係る児童の 日 年 月 日

氏名 氏名

個人番

号

略 略

（注１） 略 （注１） 略
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（注２） 略 （注２） 略

高額障害児入所給付費等を下記の口座に振り込んでく 高額障害児入所給付費等を下記の口座に振り込んでく

ださい。 ださい。

略 略

略 略

様式第30号（第20条関係） 様式第30号（第20条関係）

児童福祉施設設置届出書 児童福祉施設設置届出書

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

郵便番号 郵便番号

住 所 住 所

届出者 フリガナ
届出者

フリガナ

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

電話番号 電話番号

児童福祉施設を設置したいので、児童福祉法第35条 児童福祉施設を設置したいので、児童福祉法第35条

第３項・第56条の８第３項の規定により、関係書類を 第３項の規定により、関係書類を添えて次のとおり届

添えて次のとおり届け出ます。 け出ます。

１～７ 略 １～７ 略

添付書類 添付書類

１～５ 略 １～５ 略

６ 設置に関する条例（案）の写し

７ 既設の児童福祉施設と今回新たに届け出ようとす

る児童福祉施設との関係を明らかにした市町村全体

の児童福祉施設分布図

６ 略 ８ 略

９ 保育所の設置の場合は、当該市町村及び当該保育

所の通所区域内の要措置児童等の状況を記載した書

類並びに保育所の運営に関する重要事項を記載した

規程

７ 市町村が児童福祉施設を設置する場合は、次に掲

げる書類

(１) 設置に関する条例（案）の写し

(２) 市町村全体の児童福祉施設分布図

(３) 保育所の場合は、保育を必要とする児童の状

況を記載した書類及び運営についての重要事項に

関する規程

８ 公私連携保育法人が公私連携型保育所を設置する

場合は、次に掲げる書類

(１) 市町村長と締結した協定の写し

(２) 定款又は寄附行為及び資産状況を明らかにす

る書類
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(３) 運営についての重要事項に関する規程

様式第31号（第21条関係） 様式第31号（第21条関係）

児童福祉施設設置認可申請書 児童福祉施設設置認可申請書

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

郵便番号 郵便番号

住 所 住 所

申請者
フリガナ

申請者
フリガナ

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

電話番号 電話番号

児童福祉施設設置の認可を受けたいので、児童福祉 児童福祉施設設置の認可を受けたいので、児童福祉

法施行規則第37条第２項の規定により、関係書類を添 法施行規則第37条第２項の規定により、関係書類を添

えて次のとおり申請します。 えて次のとおり申請します。

１～７ 略 １～７ 略

添付書類 添付書類

１～６ 略 １～６ 略

７ 保育所の場合は、保育を必要とする児童の状況を ７ 保育所の設置の場合は、当該市町村及び当該保育

記載した書類及び運営についての重要事項に関する 所の通所区域内の要措置児童等の状況を記載した書

規程 類並びに保育所の運営に関する重要事項を記載した

規程

８ 定款又は寄附行為及び資産状況を明らかにする書 ８ 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書

類 類

９ 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の

規約

様式第33号（第22条関係） 様式第33号（第22条関係）

児童福祉施設認可（届出）事項変更届出書 児童福祉施設設置認可（届出）事項変更届出書

（種類・名称・位置の変更）

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

郵便番号 郵便番号

住 所 住 所

届出者
フリガナ

届出者
フリガナ

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

電話番号 電話番号

児童福祉施設の設置認可（届出）事項を変更したの 児童福祉施設の設置認可（届出）事項を変更したの

で、児童福祉法施行規則第37条第５項（鳥取県児童福 で、児童福祉法施行規則第37条第５項の規定により、

祉法施行細則第22条第４項）の規定により、次のとお 次のとおり届け出ます。

り届け出ます。

１ 変更計画書 １ 変更計画書

略 略

２ 変更理由 ２ 変更理由
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様式第34号（第22条関係） 様式第34号（第22条関係）

児童福祉施設認可（届出）事項変更届出書 児童福祉施設認可事項変更届出書

（経営責任者・幹部職員の変更） （経営責任者・幹部職員の変更）

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

郵便番号 郵便番号

住 所 住 所

届出者
フリガナ

届出者
フリガナ

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

電話番号 電話番号

経営の責任者（福祉の実務に当たる幹部職員）を変 児童福祉施設の認可事項を変更したいので、児童福

更したいので、児童福祉法施行規則第37条第６項（鳥 祉法施行規則第37条第６項の規定により、次のとおり

取県児童福祉法施行細則第22条第４項）の規定によ 届け出ます。

り、次のとおり届け出ます。

１～10 略 １～10 略

様式第34号の２（第22条関係） 様式第34号の２（第22条関係）

児童福祉施設認可（届出）事項変更届出書 児童福祉施設認可事項変更届出書

(建物その他設備の規模及び構造・運営の方法の変更) (建物その他設備の規模及び構造・運営の方法の変更)

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

郵便番号 郵便番号

住 所 住 所

届出者
フリガナ

届出者
フリガナ

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

電話番号 電話番号

建物その他設備の規模及び構造・運営の方法を変更 児童福祉施設の認可事項を変更したいので、児童福

したいので、児童福祉法施行規則第37条第６項（鳥取 祉法施行規則第37条第６項の規定により、次のとおり

県児童福祉法施行細則第22条第４項）の規定により、 届け出ます。

次のとおり届け出ます。

１・２ 略 １・２ 略

様式第39号（第27条関係） 様式第39号（第27条関係）

届出保育施設等事業開始届出書 届出保育施設等事業開始届出書

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

届出保育施設等の事業を開始しましたので、児童福 届出保育施設等の事業を開始しましたので、児童福

祉法第59条の２第１項の規定により、次のとおり届け 祉法第59条の２第１項の規定により、次のとおり届け

出ます。 出ます。

郵便番号 郵便番号

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号
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住 所 住 所

（団体にあって （団体にあって

は、主たる事務所 は、主たる事務所

の所在地） の所在地）

届出者
フリガナ

届出者
フリガナ

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

（団体にあって （団体にあって

は、名称及び代表 は、名称及び代表

者の氏名） 者の氏名）

電話番号 電話番号

略 略

提供するサー １ 略 提供するサー １ 略

ビスの内容 ２ 定期契約（乳幼児の保護者と日 ビスの内容

（該当する項 単位又は時間単位で契約し、継続 （該当する項

目を○で囲 的に保育サービスを提供するも 目を○で囲

み、括弧内に の）( 歳から 歳まで） み、括弧内に

対象年齢を記 ３ 略 対象年齢を記 ２ 略

入 す る こ ４ 略 入 す る こ ３ 略

と。） ５ 略 と。） ４ 略

略 略

提携している 略 提携している 略

医療機関 提携内容 １ 乳幼児の健康診断 医療機関 提携内容 １ 乳幼児の健康診断

（年 回） （年 回）

２ 職員の健康診断（年 ２ 職員の健康診断（年

回） 回）

３ その他（ ） ３ その他（ ）

職員に対する 実施している ・ 実施していない

研修の実施状 実施している場合は、研修の名称及

況 び受講者数

（ ）

マッチングサ 利用している ・ 利用していない

イトの利用状 利用している場合は、マッチングサ

況 イトの管理者名及びホームページア

ドレス

（ ）

注 略 注 略

添付書類 略 添付書類 略

様式第42号（第30条関係） 様式第42号（第30条関係）

届出保育施設等運営状況報告書 届出保育施設等運営状況報告書

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

届出保育施設等の運営状況について、児童福祉法第 届出保育施設等の運営状況について、児童福祉法第

59条の２の５第１項の規定により、次のとおり報告し 59条の２の５第１項の規定により、次のとおり報告し

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号



- 56 -

ます。 ます。

郵便番号 郵便番号

住 所 住 所

（団体にあって （団体にあって

は、主たる事務所 は、主たる事務所

の所在地） の所在地）

報告者
フリガナ

報告者
フリガナ

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

（団体にあって （団体にあって

は、名称及び代表 は、名称及び代表

者の氏名） 者の氏名）

電話番号 電話番号

略 略

提供するサー １ 略 提供するサー １ 略

ビスの内容 ２ 定期契約（乳幼児の保護者と日 ビスの内容

(該当する項 単位又は時間単位で契約し、継続 （該当する項

目を○で囲 的に保育サービスを提供するも 目を○で囲

み、括弧内に の）（ 歳から 歳まで） み、括弧内に

対象年齢を記 ３ 略 対象年齢を記 ２ 略

入 す る こ ４ 略 入 す る こ ３ 略

と。) ５ 略 と。) ４ 略

略 略

防 略 防 略

災 避難消火 １ 実施している（年 回） 災 避難消火 １ 実施している（年 回）

措 訓練の実 ２ 実施していない 措 訓練の実 ２ 実施していない

置 施 置 施

職員に対する 実施している ・ 実施していない

研修の実施状 実施している場合は、研修の名称及

況 び受講者数

（ ）

マッチングサ 利用している ・ 利用していない

イトの利用状 利用している場合は、マッチングサ

況 イトの管理者名及びホームページア

ドレス

（ ）

注 略 注 略

添付書類 略 添付書類 略

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号
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鳥取県母子福祉資金等貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第26号

鳥取県母子福祉資金等貸付規則の一部を改正する規則

鳥取県母子福祉資金等貸付規則（平成26年鳥取県規則第45号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（貸付けの申請） （貸付けの申請）

第２条 母子福祉資金等の貸付けを受けようとする者 第２条 母子福祉資金等の貸付けを受けようとする者

は、母子（父子・寡婦）福祉資金貸付申請書（様式 は、母子（父子・寡婦）福祉資金貸付申請書（様式

第１号）に、次に掲げる書類を添えて知事に提出し 第１号）に、次に掲げる書類を添えて知事に提出し

なければならない。ただし、第１号に掲げる書類に なければならない。

より証される事実を個人番号を利用して確認できる

ときは、当該書類の添付を省略することができる。

(１) 母子・父子福祉団体以外の者にあっては、次 (１) 母子・父子福祉団体以外の者にあっては、次

の書類 の書類

ア・イ 略 ア・イ 略

ウ 次の表の左欄に掲げる資金の種類ごとに同表 ウ 次の表の左欄に掲げる資金の種類ごとに同表

の右欄に掲げる書類 の右欄に掲げる書類

資金の種類 添付書類 資金の種類 添付書類

略 略

医療 略 医療 略

介護 介護を ア 略 介護 介護を ア 略

資金 受ける イ 介護保険法による保険給付の 資金 受ける イ 介護保険法による保険給付の

のに必 うちアに掲げるもの以外のもの のに必 うちアに掲げるもの以外のもの

要な資 に係るサービスを受ける場合 要な資 に係るサービスを受ける場合

金 は、同法第８条第24項に規定す 金 は、同法第８条第23項に規定す

る居宅サービス計画又は同法第 る居宅サービス計画又は同法第

８条の２第16項に規定する介護 ８条の２第18項に規定する介護

予防サービス計画が記載された 予防サービス計画が記載された

書面その他の保険給付の対象と 書面その他の保険給付の対象と

なる費用のうち利用者の負担す なる費用のうち利用者の負担す

る額が記載された書面の写し る額が記載された書面の写し

略 略

エ 略 エ 略

(２) 略 (２) 略

２ 前項の申請書を提出する者は、個人番号が記載さ

れた書類であって知事が適当と認めるものを提示

し、又は提出しなければならない。

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係）

(１) 個人用 (１) 個人用

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号
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（表面） （表面）

母子（父子・寡婦）福祉資金貸付申請書 母子（父子・寡婦）福祉資金貸付申請書

職 氏 名 様 職 氏 名 様

年 月 日 年 月 日

申 請 者 住所 申 請 者 住所

氏名 ㊞ 氏名 ㊞

連 帯 借 主 住所 連 帯 借 主 住所

氏名 ㊞ 氏名 ㊞

連帯保証人 住所 連帯保証人 住所

氏名 ㊞ 氏名 ㊞

母子（父子・寡婦）福祉資金の貸付けを受けたいの 母子（父子・寡婦）福祉資金の貸付けを受けたいの

で、次のとおり関係書類を添えて申請します。 で、次のとおり関係書類を添えて申請します。

略 略

申 フリガナ 生年 略 申 フリガナ 生年 略

請 氏 名 月日 請 氏 名 月日

者 個人番号 者

略 略

略 略

備考 略 備考 略

（裏面） （裏面）

略 略

注 略 注 略

(２) 略 (２) 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１号ウの改正規定は、平成28年４月１日から施行す

る。

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号
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鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第27号

鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付規則の一部を改正する規則

鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付規則（平成21年鳥取県規則第81号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（貸付金の借受者の資格） （貸付金の借受者の資格）

第２条 貸付金の貸付けを受けることができる者は、 第２条 貸付金の貸付けを受けることができる者は、

次に掲げる要件の全てを備えている者とする。 次に掲げる要件のすべてを備えている者とする。

(１) 留学における研修を始める時に、医師法（昭 (１) 医師法（昭和23年法律第201号）第２条の免

和23年法律第201号）第２条の免許（以下「医師 許（以下「医師免許」という。）を有する者であ

免許」という。）を有する期間が５年以上20年以 ること。

下の者であること。

(２) 医師免許取得後、５年以上15年以内の者であ

ること。

(２) 次のいずれかに該当すること。 (３) 次のいずれかに該当すること。

ア・イ 略 ア・イ 略

ウ 国立大学法人鳥取大学医学部を卒業した者の

うち、緊急医師確保対策に基づき設置される特

別の入学枠により入学したものであること。

(３) 略 (４) 略

（貸付金の額等） （貸付金の額等）

第３条 貸付金の額は、留学における研修経費月額40 第３条 貸付金の額は、留学における研修経費月額30

万円及び渡航経費（帰国に要する経費を含むものと 万円及び渡航経費（帰国に要する経費を含むものと

し、100万円を上限とする。以下同じ。）とする。 し、100万円を上限とする。以下同じ。）とする。

２～４ 略 ２～４ 略

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第５条関係）

鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付申請書 鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付申請書

職 氏 名 様 職 氏 名 様

鳥取県医師海外留学資金貸付金の貸付けを受けたい 鳥取県医師海外留学資金貸付金の貸付けを受けたい

ので、連帯保証人及び保証人となる者と連署し、関係 ので、連帯保証人及び保証人となる者と連署し、関係

書類を添えて次のとおり申請します。 書類を添えて次のとおり申請します。

年 月 日 年 月 日

申請者 郵便番号 申請者 郵便番号

住 所 住 所

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第35号
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電話番号 電話番号

略 略

医 籍 番 号 医 籍 番 号

医籍登録年月日 年 月 日

略 略

上記の申請に同意し、申請者が貸付金の貸付けを受 上記の申請に同意し、申請者が貸付金の貸付けを受

けたときは、保証人となり連帯して債務を負担しま けたときは、保証人となり連帯して債務を負担しま

す。 す。

連帯保証人 住所 連帯保証人 住所

氏名 ㊞ 氏名 ㊞

本人との関係 本人との関係

上記の申請に同意し、申請者が貸付金の貸付けを受 上記の申請に同意し、申請者が貸付金の貸付けを受

けたときは、保証人となり債務を保証します。 けたときは、保証人となり債務を保証します。

保証人 住所 保証人 住所

氏名 ㊞ 氏名 ㊞

本人との関係 本人との関係

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前に鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付規則第７条の規定による貸付けの決定を受けた

貸付金については、なお従前の例による。


